
○○年○○月○○日

○○農林振興局長　　殿

受注者　 住　　　　所

商号又は名称

 代表者氏名

（押印不要）

1 工 事 名

2 路 河 川 名

3 工 事 場 所

4 工 期 ○○年○○月○○日

標記工事について、下記材料を使用したいので提出します。

県産品
注1）

製造会社名　注2)
（都道府県名）

取引店名　注3)
（県外：都道府県名）

(県内：市町村名)
県内店

1 アスファルト乳剤 ＰＫ３・ＰＫ４ 25 ㍑ (d)
△△株式会社
(鹿児島県)

△△商事
(宮崎市)

○ (1) 試験成績表

2 600×900×700 8 基 (a) 試験成績表

3 2種300A×2000 T-25 5 本 (b) 試験成績表

4 200 100 ㎡ (b)
【区分別整理番号№100】
品質証明書

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

注1)

注2)
注3)

注4)

注5）

製造会社名の下に（　）書きで製造工場がある都道府県名を記入すること。なお、県産品である場合には、記入不要とする。

取引店名の下に（　）書きで取引店の所在地を記入する。所在地は、取引店が県外の場合は都道府県名を、県内の場合は市町村名を記入し「県内店」欄に「○」を記入する
こと。なお、県産品である場合には、記入不要とする。

下記の分類からあてはまるものを記入すること。

（1）県産品がないため。
（2）県内に在庫がないため。
（3）購入先で県産品の取扱いがないため。

材料毎の品質規格証明書等を添付すること。また、県産品については、それを証明する資料を添付することとし、品質規格証明書等で確認できる場合は、資料を不要とす
る。なお、宮崎県新技術等活用促進システムにおいて、県産品登録がされている材料については、備考欄に「【区分別整理番号№○○】」と記載し、県産品を証明する資料
添付は不要とする。

※上記の公共工事における県産品の考え方については、県HP>しごと・産業>公共事業・建築・土木>技術基準に掲載しており、「公共工事における県産品の優先使用につい
て」による。

下記の分類からあてはまるものを記入すること。

（a）県内に主たる営業所を有する企業が生産、加工又は製造したもの
（b）(a)以外のもので、県内の事業所等で生産、加工又は製造されたもの
（c）(a)、(b)以外のもので、原材料等に占める県産品の費用割合が過半数を占めるもの
（d）県産品でないもの

集水桝

ＭＫ側溝

○○○ブロック

～ ○○年○○月○○日

記

番
号

材　　料　　名 規　　　　格
使用
予定
数量

単位

製造元 購入元
県外の
理由
注4)

備　　　　　考
（摘要・有効期限等）

注5)

（様式１）

工事材料使用願【紙提出用】

県産品の場合は、記入不要

作成例

県産品の分類を入力
注1）
県産品である場合は、
証明する資料を添付。

県産品ではない場合
は理由を入力 注4)

HPに記載された
区分番号 柱5)

担当
課長

総括
監督員

主任
監督員

現場
代理人

主任
（監理）
技術者



（株）●●建設

（協議内容等）

上記事項に対する処理事項等

工 事 打 合 簿

発議者 □発注者 ■受注者 発議年月日 令和〇〇年〇月〇日

工事名

【記載例】

土木工事共通特記仕様書（令和○年○月版）の第５章　第５－２条に基づき「工事材料
使用願」及び品質規格証明書を提出します。

処理日　　　年　　　月　　　日　　

総　括
監督員

主　任
監督員

現　場
代理人

主　任
（監　理）
技術者

情報共有システムの鑑（工事打合せ簿）の記載例



○○年○○月○○日

本工事において下記材料を使用したいので提出します。

県産品
注1）

製造会社名　注2)
（都道府県名）

取引店名　注3)
（県外：都道府県名）

(県内：市町村名)
県内店

1 アスファルト乳剤 ＰＫ３・ＰＫ４ 25 ㍑ (d)
△△株式会社
(鹿児島県)

△△商事
(宮崎市)

○ (1) 試験成績表

2 600×900×700 8 基 (a) 試験成績表

3 2種300A×2000 T-25 5 本 (b) 試験成績表

4 200 100 ㎡ (b)
【区分別整理番号№100】
品質証明書

5

6

7

8

9
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15

注1)

注2)
注3)

注4)

注5）

注6）

集水桝

ＭＫ側溝

○○○ブロック

本様式は、情報共有システムの鑑（工事打合簿）の添付資料として扱うものとする。

下記の分類からあてはまるものを記入すること。

（a）県内に主たる営業所を有する企業が生産、加工又は製造したもの
（b）(a)以外のもので、県内の事業所等で生産、加工又は製造されたもの
（c）(a)、(b)以外のもので、原材料等に占める県産品の費用割合が過半数を占めるもの
（d）県産品でないもの

※上記の公共工事における県産品の考え方については、県HP>しごと・産業>公共事業・建築・土木>技術基準に掲載しており、「公共工事における県産品の優先使用につい
て」による。

製造会社名の下に（　）書きで製造工場がある都道府県名を記入すること。なお、県産品である場合には、記入不要とする。

取引店名の下に（　）書きで取引店の所在地を記入する。所在地は、取引店が県外の場合は都道府県名を、県内の場合は市町村名を記入し「県内店」欄に「○」を記入する
こと。なお、県産品である場合には、記入不要とする。

下記の分類からあてはまるものを記入すること。

（1）県産品がないため。
（2）県内に在庫がないため。
（3）購入先で県産品の取扱いがないため。

材料毎の品質規格証明書等を添付すること。また、県産品については、それを証明する資料を添付することとし、品質規格証明書等で確認できる場合は、資料を不要とす
る。なお、宮崎県新技術等活用促進システムにおいて、県産品登録がされている材料については、備考欄に「【区分別整理番号№○○】」と記載し、県産品を証明する資料
添付は不要とする。

番
号

材　　料　　名 規　　　　格
使用
予定
数量

（様式１）

工事材料使用願【情報共有システム用】

単位

製造元 購入元
県外の
理由
注4)

備　　　　　考
（摘要・有効期限等）

注5)

記

県産品の場合は、記入不要

作成例

県産品の分類を入力
注1）
県産品である場合は、
証明する資料を添付。

県産品ではない場合
は理由を入力 注4)

HPに記載された
区分番号 柱5)












